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次
の
６
件
の
意
見
書
が
採
択

さ
れ
、
国
、
道
の
関
係
機
関
へ

送
付
さ
れ
ま
し
た
。

◆
意
見
書
第
十
一
号

森
林
・
林
業
・
木
材
産

業
施
策
の
積
極
的
な
展

開
に
関
す
る
意
見
書

一
、
東
日
本
大
震
災
の
速
や
か

な
復
興
に
向
け
て
、
復
興
木

材
の
供
給
に
向
け
た
被
災
地

域
及
び
全
国
に
お
け
る
森

林
・
林
業
再
生
を
加
速
化
す

る
こ
と
。

二
、
森
林
整
備
推
進
等
の
た
め

の
安
定
的
な
財
源
措
置
の
確

保
に
よ
る
森
林
経
営
対
策
を

推
進
す
る
こ
と
。

三
、
担
い
手
育
成
確
保
対
策
の

強
化
と
森
林
施
業
の
集
約
化

や
機
械
化
の
推
進
、
森
林
整

備
経
費
の
定
額
助
成
の
導
入

な
ど
効
率
的
施
業
の
推
進
、

所
有
者
の
負
担
軽
減
を
推
進

す
る
こ
と
。

四
、
新
エ
ネ
ル
ギ
―
政
策
の
転

換
の
検
討
に
当
た
っ
て
、
木

質
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
―

を
最
大
限
に
活
用
、
国
産
材

利
用
拡
大
を
推
進
す
る
こ
と
。

五
、川
上
・
川
下
が
一
体
と
な
っ

た
森
林
・
林
業
の
再
生
に
向

け
た
取
り
組
み
を
推
進
す
る

こ
と
。

六
、
国
有
林
は
一
般
会
計
に
よ

り
公
益
的
機
能
の
一
層
の
発

揮
、
森
林
・
林
業
施
策
の
推

進
に
貢
献
す
る
た
め
、
国
に

よ
る
一
体
的
な
管
理
運
営
体

制
を
確
立
す
る
こ
と
。

◆
意
見
書
第
十
二
号

泊
原
子
力
発
電
所
三
号

機
の
運
転
停
止
と
プ
ル

サ
ー
マ
ル
計
画
の
中
止

及
び
北
電
に
よ
る
「
や

ら
せ
」
問
題
の
徹
底
究

明
を
求
め
る
意
見
書

一
、
政
府
は
、
泊
原
子
力
発
電

所
三
号
機
の
速
や
か
な
運
転

停
止
と
プ
ル
サ
ー
マ
ル
計
画

の
中
止
を
指
示
す
る
よ
う
要

望
し
ま
す
。

二
、
北
海
道
電
力
が
、
利
害
関

係
人
で
な
い
客
観
的
第
三
者

委
員
会
を
設
置
し
、
究
明
を

は
か
る
と
と
も
に
、
国
、
道

に
お
い
て
は
厳
格
な
調
査
を

行
う
よ
う
要
望
し
ま
す
。

◆
意
見
書
第
十
三
号

原
子
力
発
電
か
ら
の
撤

退
と
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

へ
の
転
換
を
求
め
る
意

見
書

　

原
子
力
発
電
か
ら
の
撤
退
を

期
限
を
切
っ
て
計
画
的
に
行
い
、

原
子
力
に
か
わ
る
自
然
エ
ネ
ル

ギ
ー
へ
の
転
換
を
明
確
に
し
、今

後
原
子
力
の
新
増
設
は
行
わ
な

い
こ
と
を
要
望
し
た
も
の
で
す
。

◆
意
見
書
第
十
四
号

Ｊ
Ｒ
三
島
、
貨
物
会
社

に
係
る
税
制
特
例
の
恒

久
化
等
を
求
め
る
意
見

書一
、
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画

税
を
減
免
す
る
特
例
措
置
を

恒
久
化
す
る
こ
と

二
、
鉄
道
車
両
、
軌
道
用
車
両

等
の
動
力
源
用
軽
油
に
対
す

る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
減
税
措
置
を
継
続
す

る
こ
と

三
、
鉄
道
用
車
両
に
対
す
る
固

定
資
産
税
を
非
課
税
と
す
る

こ
と
等
を
求
め
る
も
の
で
す
。

意　見　書

意

見

書

放
射
性
が
れ
き
の
標
茶
町

へ
の
持
ち
込
み
を
拒
否
す

る
陳
情

陳
情
者

　

橋
本　

義
夫　

藤
原　

久
紀

・�

陳
情
の
趣
旨
は
妥
当
と
し

て
採
択

　

放
射
性
が
れ
き
を
受
け
入
れ

な
い
こ
と
、
要
請
等
が
あ
っ
た

場
合
の
情
報
公
開
、
意
見
書
の

陳  

情 

第
３
号

提
出
等
を
要
請
し
た
陳
情
で
し

た
が
、
厚
生
文
教
委
員
会
で
審

査
し
た
結
果
、
陳
情
の
趣
旨
は

妥
当
と
し
て
採
択
す
べ
き
も
の

と
決
定
し
、
そ
の
後
本
会
議
で

賛
成
多
数
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

東
日
本
大
震
災
の
が
れ
き
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厚
生
文
教
委
員
会

◆
調
査
事
項

　

少
人
数
学
級
の
現
状
に
つ
い

て◆
調
査
日
時

　

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
日

　

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一

　

日
◆
調
査
経
過
と
内
容

・
虹
別
小
学
校
、
複
式
授
業
の

調
査

　

教
室
の
黒
板
配
置
に
工
夫
し

授
業
を
行
っ
て
い
る
。
授
業
内

容
が
難
し
く
な
り
、
自
習
部
分

は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
等
を
活
用

し
つ
つ
補
修
を
長
期
休
業
中
に

全
職
員
で
約
一
週
間
、
実
施
し

て
い
る
。
複
式
は
二
学
年
を
受

け
持
ち
教
師
の
負
担
は
単
式
よ

り
負
担
は
多
く
な
る
が
、
教
職

員
で
工
夫
し
て
効
果
を
上
げ
て

い
る
。

・
標
茶
小
学
校
、
単
式
授
業
の

調
査

　

他
の
学
年
は
二
十
数
名
か
ら

三
十
五
名
な
の
に
比
べ
て
、
二

年
生
は
事
実
上
四
十
二
名
で
参

観
日
に
は
保
護
者
が
入
り
き
れ

な
い
状
況
で
あ
る
。
机
間
巡
視

や
マ
ル
つ
け
の
場
合
な
ど
、
通

路
が
狭
く
困
難
で
あ
る
。

　

ま
た
、
災
害
時
の
避
難
は
物

理
的
に
大
変
だ
が
、
対
応
で
き

る
よ
う
訓
練
を
し
て
い
る
。

　

学
習
面
で
は
、
特
に
算
数
が

大
変
な
の
で
、
学
期
末
に
一
定

の
期
間
、
複
数
の
教
師
で
二
学

級
に
分
け
て
の
指
導
等
も
考
え

て
い
る
。

　

担
任
は
親
の
疑
問
や
要
望
に

答
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
物
理

的
に
も
教
師
の
ス
ト
レ
ス
は
大

き
い
。

◆
委
員
会
の
所
見

　

子
ど
も
た
ち
に
行
き
届
い
た

教
育
環
境
を
実
現
す
る
た
め
に
、

可
能
な
限
り
複
式
学
級
の
解
消
、

複
式
基
準
の
引
き
下
げ
の
早
期

実
現
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
、
標

茶
小
学
校
二
年
生
の
よ
う
な
多

人
数
学
級
の
解
消
を
図
る
少
人

数
学
級
の
早
期
の
実
現
、
文
部

科
学
省
の
「
新
・
公
立
義
務
教

育
諸
学
校
教
職
員
定
数
改
善
計

画
」
の
実
現
も
不
透
明
で
あ
る
。

　

町
独
自
の
政
策
と
し
て
先
行

し
て
三
十
五
人
学
級
を
実
施
す

る
場
合
に
は
、
今
後
、
対
象
学

年
が
義
務
教
育
終
了
す
る
ま
で
、

さ
ら
に
今
後
新
た
に
対
象
と
な

る
学
年
が
発
生
す
る
こ
と
も
視

野
に
入
れ
た
財
政
負
担
を
生
ず

る
こ
と
も
考
慮
し
な
が
ら
、
国

や
道
の
動
向
を
注
視
し
つ
つ
も
、

委
員
会
報
告

特
別
委
員
会
報
告

◆
意
見
書
第
十
六
号

平
成
二
十
四
年
度
農
業

予
算
編
成
な
ら
び
に
税

改
正
に
関
す
る
意
見
書

一
、
日
本
経
済
、
社
会
の
再
建

と
国
内
農
業
対
策
。
①
東
日

本
大
震
災
な
ら
び
に
福
島
第

一
原
発
事
故
の
被
災
地
の
農

林
漁
業
の
再
建
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
の
再
興
。
②
災
害

に
も
強
い
食
料
基
地
の
建
設
。

③
自
給
率
目
標
の
達
成
に
向

け
て
、
税
制
、
食
品
産
業
対

策
な
ど
省
庁
横
断
的
な
政
策

対
策
の
確
立
。

二
、
包
括
的
経
済
連
携
等
貿
易

支
援
対
策
。
例
外
措
置
と
し

て
重
要
品
目
の
関
税
を
維
持

す
る
交
渉
姿
勢
を
貫
く
こ
と
。

例
外
な
き
関
税
撤
廃
を
原
則

と
す
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
へ
の
参

加
は
行
わ
な
い
こ
と
。

三
、
政
策
の
安
定
的
継
続
と
財

源
確
保
。
生
産
者
が
安
心
し

て
営
農
に
取
り
組
め
る
よ
う

制
度
の
法
制
化
。

四
、
生
産
基
盤
確
保
対
策
。
ほ

場
の
基
盤
整
備
、
排
水
対
策
、

生
産
基
盤
の
確
立
。
こ
れ
ら

に
必
要
な
予
算
の
確
保
。

五
、
税
制
改
正
要
望
対
策
。
軽

油
引
取
税
や
Ａ
重
油
の
石
油

石
炭
税
の
課
税
免
除
措
置
の

恒
久
化
な
ど
、
農
業
経
営
の

安
定
に
必
要
な
税
制
措
置
を

求
め
た
も
の
で
す
。

◆
意
見
書
第
十
七
号

放
射
性
が
れ
き
を
都
道

府
県
に
移
動
し
、
焼
却

処
分
し
な
い
こ
と
を
求

め
る
意
見
書

　

放
射
性
が
れ
き
の
自
治
体
受

け
入
れ
に
つ
い
て
住
民
の
健
康

被
害
の
心
配
が
あ
り
、
受
け
入

れ
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
要

望
で
す
。

意見書・委員会報告


